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議案第１３号 

目黒区立公園条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年２月１７日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区立公園条例の一部を改正する条例 

目黒区立公園条例（昭和５１年４月目黒区条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表１の１中「２，８４９円」を「３，１９１円」に改め、同表の２中 

        ２，０１０円             ２，１０４円 

          ８９３円              ９３５円 

        １，４８９円            １，５５９円 

          ５９５円              ６２３円 

        １，４８９円            １，５５９円 

 地上露出部分 １，０３８円  を  地上露出部分 １，２４５円 

 地下部分     ４４６円     地下部分     ４６７円 

          ７４４円              ７７９円 

        １，１８４円            １，４２０円 

       １８，３００円           １９，１００円 

           ４９円               ５１円 

に改める。 

付 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の目黒区立公園条例別表

１の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該

使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。 
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（説明） 公園の土地の使用料及び占用料の限度額を引き上げるため、条例改

正の必要を認め、この案を提出します。 


